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第3回検討チーム/検証チーム
議事（２）

標準仕様書・導入手順書それぞれの論点の整理と協議

②導入手順書パート
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第3回_避難所及び避難所外被災者の支援に係る検証チーム
第3回_必要な機能・ユースケース及び業務フロー検討チーム

1. 開会

2. 議事
(１)成果物(標準仕様書・導入手順書)の構成
(２）標準仕様書・導入手順書それぞれの個別論点に係る協議(検証および検討)
(３) 全体質疑・事務連絡

3. 閉会

＜配布資料＞

• 資料1_20240114_第3回検討検証T資料_概要資料

• 資料2_20240114_第3回検討検証T資料_議事(2)標準仕様書

• 資料3_20240114_第3回検討検証T資料_議事(2)導入手順書

• 参考資料1_広域被災者データベース・システム構築検討ワーキンググループ開催要綱、委員名簿

• 参考資料2_これまでいただいたご意見
※ 参考資料は、事前送付なし

議事次第
令和7年1月14日(火)10：00 ～ 12：00
石川県行政庁舎 5階 511会議室
（オンライン開催）
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進め方

所要
時間

目次 内容

5分 本日のスコープと意見をいただきたいポイント
意見募集のスケジュール

システムの運用期間のうち、平時と復旧・復興期の対応が対象
業務担当の視点から、手順案に不足がないかご意見いただきたい
本日だけでなく、1/17（金）までWEBフォームにてご意見を募集

12分 【A.平時（事前準備）】
運用手順

説明 石川県における対応課題／都道府県や市町村が備える取り組み

15分 意見交換 都道府県や市町村の取り組みと手順案に対して不足すること

12分 【C.復旧・復興期（システムの運用）】
運用手順

説明 石川県における対応課題／都道府県や市町村が備える取り組み

14分 意見交換 都道府県や市町村の取り組みと手順案に対して不足すること

◼ 12分説明、約15分意見交換を実施
◼ 本日会議後、1/17（金）17:00までにWEBフォームにて意見募集を実施（追ってリンクを送付）

➢ 1/31（金）検討ワーキンググループでご提示の素案に活用※1/21（火）第4回検証検討チームの資料には未反映
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石川県における対応やそれを踏まえた課題を以下の観点で整理

【A.平時（事前準備）】

⚫ 運用手順の整備

• 共有する情報（接続システム/名簿）[P.7,10]

• 運用ルール（法令、段取り、情報の共有範囲）
-セキュリティ対策（情報保護機能/法的文書） [P.13~14]

【C.復旧・復興期（システムの運用）】

⚫ 被災市町及び支援者との情報連携 [P.24]

⚫ データの追加/更新 [P.28]

⚫ データを活用した支援  [P.31,33]

検証を踏まえ、都道府県や市町村等が備えておく事項を整理

【A.平時（事前準備）】

⚫ 運用手順として、都道府県と市町村が行う取り組みと手順を整理

• 共有する情報[P.8~9,11]

• 運用ルール

-セキュリティ対策[P.15~16]

※一部「担当する部署」「システム運用訓練」を含む。

【C.復旧・復興期（システムの運用）】

⚫ 被災市町及び支援者との情報連携[P.25~26]

⚫ データの追加/更新[P.29]

⚫ データを活用した支援[P.32,34]

目
次

協議事項

<検証> <検討>

石川県が応急的に構築した被災者データベースの立ち上げ期から支援対応
をご経験された方、特に【石川県下の市町】

石川県や市町の取り組み実態において提示の事項に不足があれば、補足を
いただきたい。

主に【広域自治体(都道府県)】および【石川県下市町】

• 「A.平時（事前準備）」「C.復旧・復興期（システムの運用）」の各フェーズに都道府県と市町村が
行う役割と手順案 について、ご担当者の視点からご自身が取り組むことをイ
メージいただくなかで、以下の視点から付加すべき要素や方法についてコメントいただきたい。

✓ 発災後の対応の円滑化に向けた備えとして、提示の内容や方法の不足がないか

✓ 提示の内容や方法（のちに手順書に記載する内容）を見て、当該段階ですべきことがわかり、実
行に移すことができるか、できない場合には、何が不足しているか

コ
メ
ン
ト
の
観
点

本会議で決めたいこと

◼ 【A.平時（事前準備）】【C.復旧・復興期（システムの運用）】の2パートに分けて実施
◼ 検証結果に補足があればコメントをいただきたい
◼ 検討内容の中に出てくる について、都道府県と市町村が行う役割と手順の案に不足があればコ
メントいただきたい

本会議で決めたいこと
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仕様書手順書

被災者支援の全体像の中での「広域被災者データベース・システム」の位置づけ

◼ 広域災害時に、発災直後から市町村の機能回復や多様な支援者による被災者支援が必要な期間において、市町村の
区域を越えて被災者情報を共有するため、システムの起動から停止に必要な手順を導入手順書に整理する。（初めて担
当する職員も問題なく実施できるように）
→各フェーズに必要な取り組み（枠組み/フロー）について、委員（有識者等）へレビューを実施、検討体制に諮り、導入手順書に反映したい。
→「データを利活用した支援」については、想定する定型/定常業務以外の業務への利用拡大も想定

「導入手順書」の位置づけ

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

システムの運用

被
災
市
町
及
び
支
援
者
と
の

情
報
連
携

デ
ー
タ
の
追
加/

更
新

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T

1/21 検証/検討T 2/_ 検証/検討T意見募集 意見募集

1/14 検証/検討T



-6-

「導入手順書」の位置づけ

◼ 都道府県によるシステムの円滑な導入に必要な手順を整理する。
◼ 広域災害時の被災者の把握、民間を含めた支援者が同一の被災者に対して行う支援の記録など、被災者支援に必要な
情報の適切な共有（個人情報の共有範囲や取り扱い、アクセス権の付与など）に係る手順を整理する。

「導入手順書」の構成

大項目 中項目 主な記載事項
1.はじめに 導入手順書の目的
2.広域被災者DB・ｼｽﾃﾑ
とはなにか

2-1.整備の目的と背景 広域被災者DB・ｼｽﾃﾑ整備の目的と背景

2-2.概要 利用ﾌｪｰｽﾞ、利用者、対象者、機能

2-3.前提条件 広域被災者DB・システムの性質

2-4.主な活用事例 避難所健康管理業務、見守り支援業務

3.広域被災者DB・ｼｽﾃﾑ
運用の流れ

3-1.事前準備フェーズの取り組み
体制、共有情報、ルール、セキュリティ
対策、訓練

3-2.システム起動フェーズの取り組み 起動の考え方、起動の手順
3-3.システム運用フェーズの取り組み 運用の手順
3-4.システム停止フェーズの取り組み 停止の考え方、停止の手順

4.広域被災者DB・ｼｽﾃﾑ
導入・運用コスト

4-1.コスト負担の考え方 費用負担の主体、負担の方法

5.広域被災者DB・ｼｽﾃﾑ
を運用する際の留意点

5-1.個人情報の取り扱い 法令、都道府県と市町村の役割
5-2.マイナンバー・マイナンバーカードの利活用 利用の課題、将来的な活用可能性

Appendix-1.広域被災
者DB・ｼｽﾃﾑのデータを利
活用した支援業務事例

1-1.石川県が実施した支援業務 広域避難対策、避難所外避難対策

1.2.将来的に活用可能性のある支援業務 被災者DB活用を検討した業務

Appendix-2.個人情報
の取り扱い事例

2-1.個人情報を取り扱う上で石川県が対応したこと 業務上の課題対応、法的文書の作成
2-2.具体的な支援業務における個人情報の取り扱
い

避難所健康管理業務、見守り支援業
務において生じた課題と対応

Appendix-3.用語集

＜導入手順書の目次＞

大項目3.広域被災者DB・システム運用の流れ

中項目
3-1.

中項目
3-2.

中項目
3-3.

中項目
3-4.

手順書仕様書



-7-

◼ 運用手順の整備

• 共有する情報

• 運用ルール（法令、段取り、情報の共有範囲）

• セキュリティ対策（情報保護機能／法的文書）

A.平時（事前準備）

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

システムの運用

被
災
市
町
及
び
支
援
者
と
の

情
報
連
携

デ
ー
タ
の
追
加/

更
新

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

被
災
状
況
の
把
握

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

※一部運用ルールの段取りも含む
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【石川県の対応】

＜基本情報の定義から被災者データベースへの取り込み＞

• 基本情報の定義に際し、危機対策部署、市町支援部署、デジタル部署で協議を行い、災害対策基本法に基づき、市町
に提供依頼をする基本情報を決定した。住民基本台帳の情報を各市町の被災者台帳におけるマスタデータとして、被災
者データベースに連携し、被災者個人の特定に活用することとした。

• 個別市町との受け渡しの具体化のため、被災６市町の被災者台帳のシステムベンダーと住民基本台帳のシステムベンダー
の協議に加わり、被災６市町と被災者データベースに取り込むデータのカラムと形式や、具体的な受け渡しの手順と役割分
担を決定。

• 発災から被災者台帳情報を被災者データベースに取り込むまで51日（1/1-2/21)を要した。

◼ 発災後から応急的に被災者データベースを構築し、県が市町から受け取る情報の定義や受け渡し方法の
具体化の協議や調整を行ったため、被災者台帳情報を被災者データベースに取り込むまでに時間を要し
た。

検証（ASIS）

【課題・背景】

• 令和６年能登半島地震への対応にあたっては、広域避難者や避難所外被災者が多数発生。

• 被災者を把握し、支援を実施する必要があったが、被災者台帳の作成主体である市町の被害が甚大で、各主体(被災市
町、県、民間支援団体等）が各々で取得した被災者の情報共有が困難。

• 石川県が市町の被災者台帳の作成支援のため、発災後から応急的に被災者データベースを構築することとした。

A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿 ＜石川県＞
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被災者

基本情報

A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿 ＜都道府県＞

＜他自治体＞ ＜支援ﾁｰﾑ等＞＜被災自治体＞

支援主体が共通して収集する情報

専門家が収集する情報

被災者台帳
※デジタル化

が重要

台帳情報の提供/利用
※災対法/個情法に基づく

業務ｼｽﾃﾑ（有無） 業務ｼｽﾃﾑ（有無）
■基本4情報（氏名/住所/生年月日/性別）

■被災者の識別子（ID）
■居所情報 + タイムスタンプ
■連絡先（℡等）+          〃

広域被災者
DB・ｼｽﾃﾑ

＜広域被災者データベース・システムのイメージ＞

ｱﾅﾛｸﾞor ｼｽﾃﾑ

被災者把握のため
に必要な情報 専門家が収集する情報/

医療･福祉等外部ｼｽﾃﾑが
保有する情報

被害等の状況
（見守り・相談支援 等）

■ 薬剤情報 ■ 介護情報 等

■ 聞取り情報 ■ 申請情報 等

広域被災者
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ･ｼｽﾃﾑ

被災者への
アセスメント

◼ 広域被災者データベース・システムに被災者情報を取り込み、一意に絞り込むために、基本情報の定義と被
災者支援に関わる必要情報の定義する手順を決めることが必要となる。

第２回検討ワーキンググループにて、一意に特定するための情報として、基本４情報（氏名/住所/生年月日/性別）を定義した。
そこに紐づく必要情報として、被災者の識別子（ID）、居所情報、タイムスタンプ、連絡先を基本情報とすることを協議し、合意を図った。

参考_2024/11/27第2回検証チーム資料

検討（TOBE）

ベースとなる
被災者の
基本情報

（マスタデータ）

◼ 被災者個人を特定する情報
• 住民基本台帳
• 罹災証明書の申請/発行情報

◼ 支援が必要な被災者の情報
• 避難行動要支援者名簿
• 個別避難計画

一意に特定するための情報 被災者支援にあたり必要な情報
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A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿 ＜都道府県＞

◼ システム導入にあたり都道府県から市町村への働きかけを行い市町村から活用へのご理解いただくことが肝要。そ
のうえで、システム導入・活用に向け事前協議が多岐に渡ることから、広域被災者データベース・システムを用いた
迅速な情報連携に向けて、役割分担等の協議・合意を事前に行う必要があると考えられる

検討（TOBE）

広域被災者データベース・システムのご説明

都道
府県

市町村

＜広域被災者データベース・システム活用に向けた働きかけ＞
• 市町村の方々は、新規でのシステム活用にあたって追加作業等が発生
するため、本システムによる災害時の円滑な情報連携方法等が重要で
あるといったシステム活用のメリットをお伝えし、広域被災者データベース・
システム活用の働きかけを行う

役割分担等の協議・合意

＜広域被災者データベース・システムの活用要否判断＞
• 都道府県からの要請に応じて、適切な担当部署、担当者を振り当てた
うえで、活用要否に対するご意見をお話しする

①被災者支援のために広域被災者データベース・システムを事前準備
• 広域被災者データベース・システムで取り扱う情報範囲（例.DV
等の機微な情報は健康管理業務上関与してくるが、広域被災
者データベース・システムに取り込むか）

• 被災および基本情報や支援に必要な情報のデータソース（シス
テム、名簿）

②広域被災者データベース・システムを活用するための運用方法
• 広域災害発生時の都道府県と市町村の役割
• 基本情報や援護の実施に必要な情報受け渡し業務の流れと手
順

• 被災者の基本情報受け渡し業務に必要な役割と担当者
③広域被災者データベース・システムを多様な活用に向けた取り組み

• 支援業務に必要な情報項目の収集
• 支援業務に必要な情報の取得方法（アナログ・デジタルのような
情報媒体に応じた運用方法の検討、市町村特有の業務におけ
る追加機能の検討など）

• 支援業務の拡充に伴う場合においての新規関係者を含めての受
け渡し業務の役割分担



-11-

【市町の状況と対応】

• 住民基本台帳情報と同様、被災者把握のために必要なベースデータとなる避難行動要支援者名簿は石川県下全ての市
町で策定済みで、名簿に記載する情報項目や更新頻度、名簿保有担当部署は市町によって異なる。

• 避難行動要支援者名簿と同様に、被災者把握のために必要なベースデータとなる個別避難計画については、多くの自治
体で一部策定済の状況。

• 市町も甚大な被害を受けている中で、発災後からでは、県と個別市町で名簿情報の受け渡しに必要な情報項目やプロセ
スの整理を十分に行うことができず、被災者データベースに情報連携できなかった。

◼ 要支援者の基本情報として「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」が活用できることが望ましかっ
たが、市町が甚大な被害を受けている中で、発災後からでは、県と個別市町で名簿情報の受け渡しに必要
な情報項目やプロセスの整理を十分に行うことができず、被災者データベースに情報連携できなかった。

検証（ASIS）

【課題・背景】

• 令和６年能登半島地震への対応にあたっては、広域避難者や避難所外被災者が多数発生。

• 被災者を把握し、広域避難所の運営（避難者の健康管理 等）、避難所外被災者への支援の提供（被災高齢者等の
状況把握、医療や福祉的支援へのつなぎ 等） を実施する必要があったため、県では、要支援者の基本情報として、災害
対策基本法で平時から市町村で作成が義務付けられている「避難行動要支援者名簿」及び作成が努力義務となっている
「個別避難計画」の情報を活用を検討したが、災害時に市町村長が避難先自治体や支援機関からのニーズに応じて名簿
情報を提供するプロセスが決まっていなかった。

A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿 ＜市町＞
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A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿 ＜市町村＞

◼ 迅速かつ効果的なデータ連携に向けて、避難行動要支援者名簿および個別避難計画はデジタル形式で作
成・管理することが望ましいが、紙やExcel等で管理・作成されている場合であってもデータ連携を行うために平
時から市町村と都道府県との間で連携方法の協議・合意形成を行う必要があると考えられる。

検討（TOBE）

参考：内閣府（防災担当）『避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針』（平成25年8月（令和3年5月改定））
 一般財団法人全国地域情報化推進協会『避難行動要支援者名簿管理システム導入手引き』（令和4年3月）

＜紙・Excelの場合とシステムの場合の管理方法の策定＞

• 最新データの連携に向けた定期的な情報更新
• 災害時の停電等に備え、Excel形式で作成している場合も紙

媒体でバックアップを作成

• 被災者台帳に対して情報提供可能なシステムの導入
• 総合福祉システム等関連システムとの連携による管理情報の

随時更新
• データの定期的なバックアップ

紙およびExcelで名簿等を作成・管理する場合 システムで名簿等を作成・管理する場合

＜管理方法に応じた情報連携方法の策定＞

• 市町村から都道府県に対して、どのような媒体で所有しているか、どのようなデータ連携が可能かを伝達する

• 都道府県から市町村へ働きかけ、具体なデータ受渡し手順や業務担当者等について、協議および事前の合意形成を図ることが重要
であるため、市町村は都道府県の働きかけに対応する （P.10再掲）
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◼ 運用手順の整備

• 共有する情報

• 運用ルール（法令、段取り、情報の共有範囲）

• セキュリティ対策（情報保護機能／法的文書）

A.平時（事前準備）

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞
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テ
ム
の
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築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）
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災
状
況
の
把
握
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（情報取り扱い/運用担当

者）
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取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
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与
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災
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町
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び
支
援
者
と
の
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報
連
携

デ
ー
タ
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追
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新

デ
ー
タ
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用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T
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A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書 ＜石川県＞

◼ 被災者データベースを運用するため、発災後に個人情報を取り扱う際の根拠規定の整理、情報提供を依頼する
通知の発出、システム運用規定・規約の作成、個人情報ファイル簿の作成等を実施。これらに多くの時間を要した
ことから、事前に都道府県の役割を明確にしておくことが望ましいと考えられる。

検証（ASIS）

# 課題・背景 石川県の対応

1 • 個人情報を取り扱う上での根拠規定の整理と専門機関への確認
に時間を要した。

• 個人情報を取り扱う上での根拠規定の整理と専門機関への
確認を行った。

2 • 石川県が受領した６市町の被災者台帳に石川県が収集したもの
で一部市町では未保有の被災者情報を提出いただく必要があっ
た。

• 被災者データベースを構築するため、被災６市町及び全国都
道府県、市区町村に対して情報提供を依頼する通知を発出
した。

3 • 広域避難により被災者が全国に移動し、支援が必要な人を特定
できなかった。

4 • 多くの自治体、外部支援者と情報共有する上で共通のルールが
必要であった。

• 被災者データベースを運用するため、規定・規約類を作成した。
• 被災者データベースの個人情報ファイル簿を作成した。

5 • 個人情報保護法に基づいた個人情報の取り扱いを理解する必要
があった。

• 被災者の個人情報を収集する際に、その利用目的を明示し、
本人同意を得た。

6 • 委託契約を結んでいない民間支援者への個人情報の提供が可
能か／受領した情報を被災者データベースに取り込むことが可能
か判断に迷った。

• 委託契約等を取り交わした民間団体とのみ、情報連携を行っ
た。
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A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書 ＜市町＞

◼ 被災市町、避難先市町、外部支援者は、被災者支援にあたる中で、個人情報の取り扱いで苦慮する場
面が多く生じ、迅速かつ効率的な被災者支援を行う上で支障となった。

検証（ASIS）

# 課題・背景 市町・外部支援者の対応

1 • 委託契約を結んでいない民間支援者への個人情報の提供が可
能か／受領した情報を被災者データベースに取り込むことが可能
か判断に迷った。

• 委託を受け行政機関の職員として被災者支援にあたる民間事業
者に対し、外部の民間支援者から個人情報の提供依頼があった
が、提供してよいか判断が困難であった。

• 委託契約等を取り交わした民間団体とのみ、情報連携を行っ
た。

2 • システムの利用契約上の定めにより、被災者からの聞き取りに従
事した他都道府県からの応援職員に対し、聞き取った情報をシス
テムに入力するためのアカウントを付与できなかった。

• 市町職員のアカウントを他都道府県からの応援職員に貸与し
た。

3 • 被災者の情報を第三者に提供することの本人同意が取れない
ケースがあった。

• 調査時に個人情報の第三者への提供に関する本人同意を口
頭あるいは書面で取得するようにした。

4 • DV等の機微な情報は閲覧制限されており、その取り扱いや外部
への提供について判断が困難であった。

• DV等の機微な情報は市町の担当者のみが閲覧し、外部支援
者にも提供しなかった。
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A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書 ＜都道府県＞

◼ 都道府県は、被災者情報連携するための手続きと適切な被災者情報管理方法の策定を平時に実施して
おくことで、情報連携を迅速に行いきめ細やかな被災者支援につなげることが可能となると考えられる。

検討（TOBE）

①受け渡しに係る根拠規定
• 被災者支援にあたり必要な個人情報の取得、利用・提供を可能とするための根拠となる法律
や規定を整理

• （必要に応じて）根拠となる法律や規定の適用の考え方に関し、有識者への確認
• 被災者支援に携わる関係者に対する、個人情報の受け渡しに係る根拠規定の周知、共通認
識の醸成

＜情報管理（保護措置）＞
• 個人情報保護基本方針の策定と職員への周知
• セキュリティポリシー、利用規約の作成
• 個人情報ファイル簿への記載
• 事務処理マニュアル、実施手順書等の作成
• 取得、保存、提供、削除・廃棄の台帳等への記録
• 個人情報保護に関する監査の実施

＜個人情報の提供に関する同意＞
• （必要に応じて）個人情報の第三者への提供に
関する本人同意の取得

②-1個人情報の授受に関する手続き
• 情報の受け渡しに必要な通知の発出目的
の明確化

• 提供を受けようとする情報範囲の設定
• 情報の受け渡しに必要な通知のひな形作
成

③アクセス範囲の設定
• どの業務を行うために、誰が、何の情報にア
クセスする必要があるかを可視化

• アクセス権限付与ルールの決定

＜人材の育成＞
• 災害対策を担当する部署における、災害対応に関
する法律等の解釈及びその運用に知見を有する職
員の育成

• 災害対応に関する法律等の解釈及びその運用に
関する研修の実施

• 情報セキュリティ研修の実施

②-2提供範囲を想定した手続き
• 個人情報の提供先として想定される外部支
援者のリストアップ

• 地域防災計画、受援計画への具体的な組
織の位置付け

• 個人情報の提供先として想定される外部民
間支援者との協定、委託契約等の締結

被災者情報連携するための手続き 適切な被災者情報管理方法の策定

都道
府県



-17-

A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書 ＜市町村＞

◼ 市町村（災害対応にあたる部署、システム管理を行う部署）は、被災者情報連携するための手続きと適
切な被災者情報管理方法の策定を平時に実施しておくことで、迅速な被災者支援につなげることができると
考えられる。

検討（TOBE）

＜①提供範囲を想定した手続き＞
• 個人情報の提供先として想定される外部支援者のリストアップ
• 地域防災計画、受援計画への具体的な組織の位置付け
• 個人情報の提供先として想定される外部民間支援者との協定、委託契約等の締
結

＜個人情報の提供に関する同意＞
• （必要に応じて）個人情報の第三
者への提供に関する本人同意の取
得

＜②アクセス範囲の設定＞
• どの業務を行うために、誰が、何の情報にアクセスする必要があるかを可視化

被災者情報連携するための手続き 適切な被災者情報管理方法の策定

市町村
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A.平時（事前準備）

◼ 運用手順の整備

• 担当する部署

• システム運用訓練（データ作成/システム操作）

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞
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（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）
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（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）
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広域災害の
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運用手順の整備

1/14 検証/検討T
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※1/14検討/検証チーム内では取り扱わないが、意見募集の際には、内容をご覧いただく対象となります
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◼ 発災後に円滑に情報連携を行うために、都道府県において被災者の基本情報の受け渡し業務の流れと担
当部署・役割を整理し、市町村との協議を経て運用体制を構築することが必要である。

◼ 石川県事例の場合には、県の防災危機管理部署、デジタル部署、市町住民情報担当部署が基本情報の
定義から受け渡しに関与、市町においては、防災担当、住民記録システム担当、被災者台帳担当が情報の
受け渡しに関与した。

検討（TOBE） A.平時（事前準備）
担当する部署 ＜都道府県・市町村＞

市町村

住民記録システ
ム担当

住民記録シス
テム

被災者台帳
担当

被災者台帳

（E)被災者
台帳の立ち上
げ決定

（F)データ
の抽出

（G)データ
の提供

（H)データ
を受領

（I)登録す
る被災者
台帳の決

定

（J)データ
を登録

市町村

被災者台帳
担当

防災担当
（K’)広域避
難の要請

（K)広域被災者
DB･システムの立ち

上げ決定 （L)起案
文
作成

（M)データ
の提供依頼

発出

（N)データ
の提供依頼

受領

（O)デー
タ提供

（P)デー
タを受領

（Q)
データを
登録

広域被災者
データベース

被災者台帳

住民基本台帳

発災

• 住民記録システムベン
ダーとの調整

• 被災者台帳に係るシス
テムベンダーとの調整

• 県への被災者台帳情
報提供に向けた決裁
手続き

• 関係部署間での調整

• 提供依頼データの基準日の設定
• 起案文作成
• 市町への発出に向けた決裁手続き

（A)アカウン
ト申請

• アカウント
発行の妥
当性を確認

（B)アカ
ウント発
行

（C)認証・
利用支援

（D)操作者
認証・ログイン

市町村

被災者台帳
担当

防災担当

防災担当

広域被災者DB･
システム担当

平時

▼広域被災者データベース・システムを活用における
都道府県と市町村で基本情報の受け渡しの流れと担当部署および役割のイメージ

広域被災者
DB・システム

市町
村

都道
府県

凡
例

※個別の被災者支援業務に広域被災者データベース・システムを活用する場合には、業務を所管する部署との連携が必要となる

防災担当

広域被災者DB･
システム担当

広域被災者
DB･システム



-20-

A.平時（事前準備）

◼ 運用手順の整備

• 担当する部署

• システム運用訓練（データ作成/システム操作）

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

システムの運用

被
災
市
町
及
び
支
援
者
と
の

情
報
連
携

デ
ー
タ
の
追
加/

更
新

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

被
災
状
況
の
把
握

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

※1/14検討/検証チーム内では取り扱わないが、意見募集の際には、内容をご覧いただく対象となります
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◼ データの作成・受け渡しやシステム操作を円滑に行えるよう、構築したシステムを活用して都道府県と市町村
の担当者をすり合わせた上で訓練内容を構築し、実行する取り組みが必要であると考えられる

A.平時（事前準備）
システム運用訓練-データ作成、システム操作 ＜都道府県・市町村＞

＜訓練例：基本情報の受け渡し (1/3)※地震災害かつ住民基本台帳と接続していないことを想定＞

訓練の
対象者

• 都道府県：防災部署、 デジタル部署、市町村住民記録システム管理部署

• 市町村：防災部署、 デジタル部署、住民情報管理部署、被災者台帳担当

訓練例
(石川県の
事例に

基づくもの)

事前準備

• 事前準備：担当者の割当、訓練当日の動きの確認・計画作成、アカウント準備（申請・発行・認証/ログイン確認）

• 訓練の開始

市町村

①被災者台帳の立ち上げが決定する

②住民基本台帳から住基データを取得する

③住基データを市町の被災者台帳担当者へ提供する

④登録する被災者台帳を決定する

⑤データを被災者台帳へ登録する

都道府県

⑥データの提供依頼を発出する

⑦データを受領・登録する

⑧(市町村から連絡を受け)広域被災者データベース・システムへアップロードされているのを確認する
また、正しく取り込まれない/ズレが生じる等の場合、ベンダーに問合せし、事後の対応を明確化する

⑨広域被災者データベース・システムのアカウントを発行・認証を行う

⑩(市町村から連絡を受け)広域被災者データベース・システムへ操作者がログイン・データ参照が行えたことを確認する

※検証環境と本番環境を用意する仕様としているため、コールドスタンバイが完了できていれば検証環境にダミーデータを挿入する事前準備を行い、必要
な担当者で市町村と受け渡しの訓練を行う

振り返り・終了

• 情報の受け渡し訓練の振り返りを行い、できていること・課題の確認・改善策の検討を行う

検討（TOBE）
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A.平時（事前準備）
システム運用訓練-データ作成、システム操作 ＜都道府県・市町村＞

市町村

都道府県

システム

◼ 受け渡しの訓練の例は以下の通り。※地震災害かつ住民基本台帳と接続していないことを想定

訓練

プロセス
事前準備 住基データの取り出しから被災者台帳へのデータ登録

担当者の

割り当て

訓練計画の

作成

広域被災者

DB･システムのア

カウント準備

訓
練
開
始

訓練当日の

動きの確認

被災者台帳の

立ち上げ決定

住民基本台帳か

ら住基データを

取得する

担当者間での

住基データの

提供・受領

登録する

被災者台帳の

決定

データを

被災者台帳へ

登録する

住民基本台帳 被災者台帳

住基データ

1

訓練計画の

作成

担当者の

割り当て

広域被災者DB･

システムのアカウン

ト作成・認証等

市町村と都道府県、広域被災者データベース・シス

テムの運用・保守担当ベンダーは、事前に担当者や

調整すべきことをすり合わせておくとよい

住基データ

作業 システム作業 条件分岐 :各業務への接続 データベース、
格納情報

凡例：

データの
取得

データの
登録

検討（TOBE）

＜訓練例：基本情報の受け渡し (2/3)＞
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検討（TOBE） A.平時（事前準備）
システム運用訓練-データ作成、システム操作 ＜都道府県・市町村＞

市町村

都道府県

システム

◼ 受け渡しの訓練の例は以下の通り。※地震災害かつ住民基本台帳と接続していないことを想定

訓練

プロセス
データの受け渡しの訓練 振り返り

1
データの提供

依頼の発出

データの提供

依頼の受領
データの提供

データの受領・

登録

広域被災者DB・

システムを参照・

データの確認

広域被災者DB
・システム

広域被災者DB
・システム

異常有無

有り

無し

ベンダー連絡・
対応方針の確定

データに問題が
ないことを確認

訓練の
振り返り・反省

訓練の
振り返り・反省

end

訓練

データ データの
参照

データの
登録

作業 システム作業 条件分岐 :各業務への接続 データベース、
格納情報

凡例：＜訓練例：基本情報の受け渡し (3/3)＞
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意見交換 15分

検証（ASIS）

検討（TOBE）

石川県が応急的に構築した被災者データベースの
立ち上げ期から支援対応をご経験された方

主に石川県下の市町の皆さま

特にご意見をいただきたい方 ご意見の観点

石川県や市町の取り組み実態において提
示の事項に不足があれば補足

運用の手順の実施者となる

主に都道府県および石川県下市町の皆さま

都道府県と市町村が行っておくべき役割と手順
案 について、

✓ 発災後の対応の円滑化に向けた備えとし
て、提示の内容や方法の不足がないか

✓ 提示の内容や方法（のちに手順書に記載する内

容）を見て、当該段階ですべきことがわか
り、実行に移すことができるか、できない
場合には、何が不足しているか

本会議で決めたいこと

A.平時（事前準備）
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C.復旧期、復興期（システムの運用）

◼ 被災市町及び支援者との情報連携

◼ データの追加/更新

◼ データを活用した支援

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

システムの運用

被
災
市
町
及
び
支
援
者
と
の

情
報
連
携

デ
ー
タ
の
追
加/

更
新

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

被
災
状
況
の
把
握

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ
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【石川県の対応】

＜基本情報の定義から被災者データベースへの取り込み＞

• 基本情報の定義に際し、危機対策部署、市町支援部署、デジタル部署で協議を行い、災害対策基本法に基づき、市町
に提供依頼をする基本情報を決定した。住民基本台帳の情報を各市町の被災者台帳におけるマスタデータとして、被災
者データベースに連携し、被災者個人の特定に活用することとした。

• 個別市町との受け渡しの具体化のため、被災６市町の被災者台帳のシステムベンダーと住民基本台帳のシステムベンダー
の協議に加わり、被災６市町と被災者データベースに取り込むデータのカラムと形式や、具体的な受け渡しの手順と役割分
担を決定。

• 発災から被災者台帳情報を被災者データベースに取り込むまで51日（1/1-2/21)を要した。

◼ 発災後から応急的に「被災者データベース」を構築し、県が市町から受け取る情報の定義や受け渡し方法
の具体化の協議や調整を行ったため、被災者台帳情報をデータベースに取り込むまでに時間を要した。

検証（ASIS）

【課題・背景】

• 令和６年能登半島地震への対応にあたっては、広域避難者や避難所外被災者が多数発生。

• 被災者を把握し、支援を実施する必要があったが、被災者台帳の作成主体である市町の被害が甚大で、各主体(被災市
町、県、民間支援団体等）が各々で取得した被災者の情報共有が困難。

• 石川県が市町の被災者台帳の作成支援のため、発災後から応急的に被災者データベースを構築することとした。

C.復旧期、復興期（システムの運用） 
被災市町及び支援者との情報連携 ＜石川県＞

再掲(P8)
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◼ 発災後、都道府県から情報提供依頼が発出され、市町村の広域被災者データベース・システムの利用開始環境が整っ
たのち、市町村は、平時に合意した受け渡しのフローに沿って都道府県に基本情報の提供を行うことが望ましい。

◼ 都道府県、市町村各組織において、支援業務の対応部署にシステムの利用開始を周知することが重要と考えられる。

検討（TOBE） C.復旧期、復興期（システムの運用）
被災市町及び支援者との情報連携 ＜都道府県・市町村＞

• 基本情報の定義

• 情報の受け渡しのフロー

• 受け渡しを行う担当部署

• 上記の合意形成

※【A.平時】共有する情報にて詳述

平
時

応
急
期
～
復
旧
・
復
興
期

① 都道府県からの情報提供依頼を受けて、アカウント付与や運用テストを完了

② 上記依頼に基づく基本情報を用意（被災者台帳作成/追加）

③ 都道府県に対し、情報提供準備完了の旨を連絡

④ 平時に合意した受け渡しのフローに沿って、被災者台帳の情報を都道府県に提供

⑤ 広域被災者データベース・システムに基本情報を取り込み

⑥ 基本情報の閲覧可否状況の確認

⑦ 支援業務の対応部署に広域被災者データベース・システムの利用開始を周知

市町村

市町村

都道府県

都道府県

都道府県

都道府県

市町村

市町村

市町村

市町村

都道府県

市町村

都道府県 市町村

※市町村のインフラ被害や人的被害状況によって異なるが、可及的速やかに実施

都道府県 市町村

都道府県

都道府県

発災
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C.復旧期、復興期（システムの運用）

◼ 被災市町及び支援者との情報連携

◼ データの追加/更新

◼ データを活用した支援

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

システムの運用

被
災
市
町
及
び
支
援
者
と
の

情
報
連
携

デ
ー
タ
の
追
加/

更
新

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

被
災
状
況
の
把
握

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ
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【石川県の対応】

• 情報発信ツールとして、LINE、コールセンターに加え、県が紙で被災者受付カードの様式を作成。被災市
町の役所・役場で被災者受付カードを受け付けた。

◼ 石川県では被災者自らの情報発信を受け付ける取り組みとして、LINE、コールセンター、被災者受付カード
（紙媒体）を活用した。紙の場合、人手不足によりデジタル化やその後の活用に至らない、デジタル・アナ
ログにかかわらず、被災者情報の継続的な収集が困難等の課題があった。

検証（ASIS）

【課題・背景】

• 避難所外被災者等、行政が被災者情報を把握する
ことが困難な場合、被災者自ら情報の発信を実施い
ただいていた。

• 被災者が被災者受付カード（紙媒体）で情報発信
を行った場合、データ連携方法を事前にすり合わせら
れていなかったため、紙からデジタル化を行うことができ
ず、被災者データベースへの連携ができなかった。

• また、デジタル・アナログに関わらず、居所情報等が継
続的に取得することができなかった。

C.復旧期、復興期（システムの運用）
データの追加/更新（避難所外被災者等の情報把握） ＜石川県＞

メリット デメリット

デジタル 【運用主体】
アナログと比較して関係者間での情報連携を
容易に短時間で行うことができる

【運用主体】
デジタル対応が困難な高齢者等へのフォローが
必要
【利用者】
ネットワーク切断や停電などにより、電子システム
にアクセスできない被災者は情報登録できない

アナログ 【運用主体】
デジタル対応が困難な高齢者等からも情報
収集が可能
【利用者】
電子システムにアクセスできない状況にあって
も、情報登録が可能

【運用主体】
情報連携にあたり、紙媒体で収集した情報をデ
ジタル化する作業が必要で、他の災害対応業
務と比較して優先順位が下がりやすく、収集した
情報を連携・活用しにくい

被災者受付カード
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◼ デジタル化への対応が困難な方々に対しては、アウトリーチや平時からの情報連携を踏まえた対応が必要
となる。

◼ 継続的な情報収集については、発災前からの被災者情報の連携を促す対応を行い、発災後には民間アプリ
ケーションを利用した定期的な情報収集の呼びかけ対応等を行う必要があると考えられる。

検討（TOBE） C.復旧期、復興期（システムの運用）
データの追加/更新（避難所外被災者の情報把握） ＜都道府県・市町村＞

• 既存のアウトリーチ・紙媒体による対応は継続しつつも、デジタル化対応(LINE、スキャナー等)により迅速な情報収集の方法を多
面的に整備することが必要

• 収集した情報が広域被災者データベース・システムに連携され、後続の支援業務に活用されるために、取得方法のみならず、連
携方法も見据えた設計を行う

【多様な情報収集手法の確立】

【継続的な情報収集施策（例）】

• デジタルを中心とした情報取得ツールの活用による情報連携ハードルの低減
• 市町村との共有や有事の際の情報利用に関する利用者の平時からの同意の取得
• 継続的な情報収集に向けた民間アプリケーションの利用検討
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C.復旧期、復興期（システムの運用）

◼ 被災市町及び支援者との情報連携

◼ データの追加/更新

◼ データを活用した支援

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞
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【石川県の対応】

C.復旧期、復興期（システムの運用）
データを活用した支援 ＜石川県＞

検証（ASIS）

【課題】

• 特定の支援業務に限らず、把握、記録した被災者の情報を一つのデータベースに整理することが重要。

• 集約した情報を市町の被災者支援業務にどのように活用すべきか十分に理解されておらず、一部では活用されたケースも
あったが、被災者支援のDXまでには至らなかった。

◼ 県が行う支援（避難、見守り、給付等）から、被災者の居所や連絡先等を把握。

◼ 被災者データベースを活用し、広域避難者など県で把握する情報を含め、自治体間での情報連携を検討。

業務類型 業務 被災者データベースを活用できたケース（一部） 被災者データベースを活用できなかったケース（一部）

避難
広域避難対策
（避難所運営
業務）

• ライフラインの状況等に鑑み、輪島市から2次避難の要請を受け、
被災市町および県、広域避難先市町間で被災者情報を連携し、
累計73人の広域避難および健康確認等を実施することができた。

• 1.5次および2次避難所への避難および健康確認等を実施するにあたり、
被災者データベースを活用し、関係者間で被災者情報を連携することが
できなかった。

見守り
被災者見守
り・相談支援
事業

• 仮設住宅入居者等の自立・生活再建状況および健康状況につ
いて、個別の相談等を通じて確認し、生活再建に向けた課題解
決に向けて、各支援者間で被災者データベースを活用して情報
共有を行い、継続して支援を実施することができた。

• 電気事業法第34条に基づき、電力データを活用して、被災者の個別
訪問にあたって在宅状況等を把握することができなかった。

給付 義援金の給付

• 市町が独自に実施する義援金給付にあたり、石川県の義援金
給付情報を連携することで、市町がプッシュ型で義援金を給付す
ることができた。

• 石川県が実施する義援金給付申請手続きが完了していない人
を抽出し、情報発信を実施することができた。

他の義援金（市町の義援金、生活再建支援金、災害弔慰金、災害障
害見舞金 等）の給付
• 被災者から初めて給付申請された際の情報を被災者データベースに取り
込み、当該情報をもとに、他給付金等についても、都度申請するのでは
なく、プッシュ型で給付を実施することができなかった。

その他 入浴支援
• 石川県が交通系ICカードを活用して被災者の居所情報を把握
することができた。

ー

参考_2024/11/27第2回検証チーム資料
一部業務は省略している。
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C.復旧期、復興期（システムの運用）
データを活用した支援 ＜都道府県・市町村＞

検討（TOBE）

＜被災者台帳の整備と広域被災者データベース・システムによる情報の集約＞

都道府県及び市町村は、広域災害時、広域避難が生じる状況下を想定し、切れ目のない被災者支援を展開するため、

市町村は、被災者台帳の整備について積極的に検討し、

都道府県は、被災者の情報を一つのデータベースに整理し、被災市町村や都道府県、民間の支援団体と、必要な情報連携を行う。

データの利活用にあたっては、現場とデータをつなぐ人材の確保（民間のデジタル人材等の活用）が重要

※上記を踏まえて、都道府県及び市町村の具体的な手順を細分化し、導入手順書に記載をする。

※導入手順書では、令和6年能登半島地震での対応を踏まえて、広域災害時に想定される「避難者の健康管理業務」及び

「被災者見守り・相談支援業務」をユースケースとして、データ利活用する手順を整理する。

◼ 想定される定型/定常業務へのデータ利活用を推進する。

◼ 想定できない対応/業務にも、データを効果的に利活用することを検討することが重要である。
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【石川県の対応】

• 1.5次避難所の対応に当たった支援者と協議し、移動前の健康管理情報を1.5次避難所に連携できるようにするため、紙ベースの
記録をスキャンし、PDF化するため機械やビューアなどデータベースに情報を入れる・閲覧する仕組みを整えた。

• 第２回ワークショップにおいて、広域避難先の健康管理業務を行う支援者が、避難前から連携を受けることで被災者や支援者の
負担軽減につながる見込みのあるデータ項目として、厚生労働省の健康相談票を参考に議論を行った。（参考資料へ）

• 厚生労働省様式の既存項目は健康管理業務上全般的に必要な項目であることに加え、既存項目に加えて追加であることが望
ましい項目として、ケアマネジャーの連絡先や、避難所内の看護師による申し送り情報等が挙げられた。（参考資料へ）

C.復旧期、復興期（システムの運用）
データを活用した支援（広域避難に係る避難者の健康管理業務） ＜石川県・市町＞

◼ 広域避難に係る避難者の健康管理業務について、発災後の状況を踏まえてデータを活用した支援の仕組
みを整えたとしても、業務オペレーションの変更や入力担当者の設置、仕組みの利用方法の教育が難しいと
いう課題があったことから、支援の関係者間でデータ活用した支援について平時から協議することが必要だと
考えられる。

検証（ASIS）

【課題】

• 様々な支援者により健康管理業務が実施されたが、そこで得られた情報が紙ベースで保存されたため、広域避難先での健康管理
業務や、避難者の状況に応じた避難所の支援体制の最適化に生かすことができなかった。（参考資料へ）

• 機械やビューアなどデータベースに情報を入れる・閲覧する仕組みを整えたとしても、すでに遂行されている業務オペレーションを変え
ることや、入力担当者をつけること、仕組みの利用方法の教育が難しかったことが課題となり、健康管理シートのデータ連携ができな
かった。（参考資料へ）
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C.復旧期、復興期（システムの運用）
データを活用した支援（広域避難に係る避難者の健康管理業務） ＜都道府県・市町村＞

◼ 広域避難時に備え、都道府県と市町村の福祉部署、デジタル部署で、業務として共通化を目指すことがで
きるデータ項目や取得データの受け渡しフロー等について協議を進めることが望ましい。

検討（TOBE）

＜都道府県と市町村が行う平時からの協議＞

健康管理業務に必要なデータを広域被災者データベース・システムを活用して広域避難先に連携することを目指し、避難所で健康管
理業務を担う市町村の福祉部署、市町村のデジタル部署、都道府県の福祉部署、都道府県のデジタル部署、支援関係者で、各自
治体の災害対応の考え方を踏まえて以下の点について協議を進めることが望ましい。

• 広域避難が発生する場合に備え、都道府県下では共通化が目指せる健康管理業務に必要なデータ項目（共通化が難し
い場合には、要支援度の高い支援対象を判断するために共有が必要なデータ項目）、データの範囲と広域被災者データベー
ス・システムで取り扱う情報の範囲（例：DV等の機微な情報は健康管理業務上関与してくるが、広域被災者データベース・システムに取り込むか否か、フェ
イスシート記載の項目については最低限データ化する）

• 援護の実施に必要な情報取得方法（アナログ・デジタル）

• 取得方法に応じて開発が必要な機能・非機能要件

• 取得データ受け渡しのフロー

※2024/12/17実施の健康管理業務に関するワークショップを踏まえた広域被災者データベース・システムのデータモデルや機能・非機能要件は標準
仕様書にて提示

＜発災後データを活用した支援の実施＞

• 健康管理業務支援者は、平時に協議した内容に基づき、広域避難先での被災者の健康管理業務に活用する

• 避難所の管理者においては、各避難所の支援ニーズを俯瞰してとらえ、不足する支援リソースの把握・調達や限られた支援リソースの
配置検討に活用する
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意見交換 15分

検証（ASIS）

検討（TOBE）

石川県が応急的に構築した被災者データベースの
立ち上げ期から支援対応をご経験された方

主に石川県下の市町の皆さま

特にご意見をいただきたい方 ご意見の観点

石川県や市町の取り組み実態において提
示の事項に不足があれば補足

運用の手順の実施者となる

主に都道府県および石川県下市町の皆さま

都道府県と市町村が行っておくべき役割と手順
案 について、

✓ 発災後の対応の円滑化に向けた備えとし
て、提示の内容や方法の不足がないか

✓ 提示の内容や方法（のちに手順書に記載する内

容）を見て、当該段階ですべきことがわか
り、実行に移すことができるか、できない
場合には、何が不足しているか

本会議で決めたいこと

A.平時（事前準備）



参考資料

参考資料では検証/検討で提示した内容の詳細を記載しています

ご意見をいただく際に必要に応じてご覧ください



-38-

◼ 運用手順の整備

• 共有する情報

• 運用ルール（法令、段取り、情報の共有範囲）

• セキュリティ対策（情報保護機能／法的文書）

A.平時（事前準備）

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞
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※一部運用ルールの段取りも含む

参考資料
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A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿

◼ 石川県では発災後に被災状況を踏まえた被災者データベース構築の調整や意思決定を行ったため、ベンダー
との契約やその後のシステム構築に時間を要した。

＜システム構築（契約）＞
石川県では、1/5から石川県入りを行った防災DX官民共創協議
会と連携しながら発災から約３週間後に被災者データベースの開
発を開始。
（開発開始までに行った事項については右図参照）

＜アクセス権限の設定と付与＞
本システムのアクセス権限のルールと設定に必要な申請を求めることと、
申請に基づく権限付与を実施。
※石川県におけるアクセス権限の対象者とアクセス権限の考え方は
第２回検証チームにてご提示済み。

開発開始までに行った整理・調整事項

2024/1/1 令和6年度能登半島地震発生、災害救助法適用

2024/1/7 防災DX官民共創協議会がデジタル推進課に常駐開始

2024/1/24 避難者情報管理に必要なデータベース ・ダッシュボード開発を開始

2024/2/2 1/1時点の住民情報を取得するための方法についてA社に打合せで相談
（手作業で復元する場合）

2024/2/16 1/8から修正した新しい様式での住民データ抽出仕様のA社確認
2024/2/16 被災者データベースでの個人情報の取り扱いについて、個人情報保護委
員会と協議

2024/2/21 データ抽出・市町へのデータ納品（抽出元データは2/20夜間のバックアップ
データを利用）

2024/2/21 B社にて6市町の被災者台帳データ登録、ダッシュボード機能構築

2024/2/5 市町への依頼方法、具体的な受け渡し方法、県に提供いただくデータについ
て認識誤りがないかのA社（システム事業者）確認

2024/2/21 6市町を対象とした被災者データベースに係る説明会（オンライン）、市町
から県に被災者情報の提供

2024/3/1 被災者台帳と県被災者データベースとの連携に関する市町との打合せ

参考資料参考資料
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A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿

＜個別市町からの情報提供に係る法的根拠の整理＞
※法的スキームの全体像は第１回検討ワーキンググループ、個別市町との情報の授受に関する法的根拠は第２回検証チームにてご提示済み。

◼ 個別市町からの情報提供に係る法的根拠の整理には、内閣府防災や個人情報保護委員会と協議を行うた
め、都道府県が広域避難者の情報を確認できるまでには時間を要した。

参考資料参考資料
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A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿

◼ 石川県と被災市町間における基本情報の授受にあたり、発災後の基本情報の定義および住民情報の提供
に関する協議、協力要請、法的根拠の整理・通知文の発出における各種認識合わせなどに35日程度要した。

＜基本情報の定義のプロセス＞基本情報の定義に係る主要な協議事項等

2024/1/1 2024/1/30 2024/2/2 2024/2/5

1 2 3 4

参考資料

令和６年度能登半島地震発生、災害救助
法適用

1 発災時

A社（システム事業者）と住民基本台帳からの住民情
報の提供に関して協議。被災者データベースの概要につ
いて説明し、必要なデータ項目の相談をする。住民情報
の案内と、データ条件について説明をしていただいた

2 発災から29日

住民情報の提供依頼の協力要請。住基情報の連携の法的根拠の整
理や通知文の内容、各市町担当者へ確認をする

3 発災から32日

住民情報の提供方法の認識合わせ。市町への依頼の仕方、
具体的な受け渡し方法や県に提供いただくデータについて認
識に誤りがないかの確認をする

4 発災から35日

2024/2/6

2024/2/6

石川県より被災６市
町に対して通知「被災
者台帳情報の提供に
ついて（依頼）」を発
出
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A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿

＜個別市町との受け渡しの具体化＞
■受け渡し方法の具体化プロセス
石川県では６市町と住民情報の提供に関する説明や認識合わせを実施し、以下のように受け渡しの流れを整理・具体化

◼ 石川県は、被災者個人の特定のための基本情報として住基情報の利用を検討し、被災６市町と被災者
データベースに取り込むデータのカラムと形式を協議。

◼ ６市町の被災者台帳のシステムベンダー等と協議し、具体的な受け渡しの手順と役割分担を決定、基本情
報を受領。県から６市町への被災者台帳情報の提供依頼から被災者台帳情報を被災者データベースに取り
込むまでの日数は16日(2/6-2/21)要した。

2月 3月

6日 9日 16日 21日 1日

実施事項

• 6市町へ被災者台帳情報
の提供依頼を通知する

• 6市町から県に被災者情報
の提供をする（1/8出力の
住民情報）

• 住民情報の提供依頼
説明会を実施。提供依
頼の主旨やセキュリティ
要件など6市町担当者
との認識合わせを行う
（参加者：システム担
当課、住民課、市民課
等）

• 6市町の住民情報をA

社（システム事業者）
から出力いただく

• 6市町を対象とした被
災者データベースに関
する説明会をオンライ
ンで実施する

• 6市町から県に被災
者情報の提供を行う

• 被災者台帳と県被災
者データベースとの連
携に関する打合せを
実施する

参考資料
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◼ 被災者個人を特定する「基本情報」に関して、どの情報までをデータ項目として連携するかを事前に定義しておくことで発災後により円
滑に情報連携が可能となることが考えられる。

◼ 石川県においては、以下のような情報項目の設定を行った。

住民情報抽出項目のイメージ

項目名 設定項目 備考

～中略～

氏名 氏名

フリガナ カナ氏名

通称名 通称名

通称名フリガナ 通称名カナ

アルファベット氏名 アルファベット氏名

アルファベット氏名フリガナ アルファベット氏名カナ

漢字併記氏名 漢字氏名

～中略～

現住所 住所
番地

住民票上の住所を設定
※転出者の場合、最終管内住所とする

~中略～

抽出目的 令和６年度能登半島地震の被災把握のため

抽出条件/手順
• 最新住民票情報を元に、基準日時点（2024/1/1）で住民として登録されている対象者を抽出

• 手動操作によるデータ抽出を行う（転出入があった情報は個別抽出・結果反映をする）

A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿

参考資料
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平成25年6月の災害対策基本法の一部改正により、市町村に対し、要配慮
者のうち、災害発生時の避難等に特に支援を要する方の名簿（避難行動要支
援者名簿）の作成を義務付けた制度
＜平時からの名簿情報の提供＞

○ 令和6年能登半島地震への対応にあたっては、広域避難者（1.5/2次）や避難所外被災者が多数発生。
○ 広域避難所の運営（避難者の健康管理 等）、避難所外被災者への支援の提供（被災高齢者等の状況把握、医療や福祉的支援へのつなぎ 等） を実施
＜発災時の利活用（現場ニーズ）＞

＜避難行動要支援者名簿（災対法第49条の10）＞

令和3年３月の災害対策基本法の一部改
正により、避難行動要支援者の円滑かつ
迅速な避難を図る観点から、個別避難計
画について、市町村に作成を努力義務化

＜個別避難計画（災対法第49条の14）＞

出典）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等に係る取組状況の調査結果（R5.1.1現在）
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/r4hinan.pdf

○ 「避難行動要支援者名簿」、「個別避難計画」の策定状況
【石川県内の策定状況】
□ 名簿更新 半年～1年に１回：  ３団体

概ね１年に1回  ：16団体

□ 掲載範囲 要介護認定  ：19団体
身体障害者       ：19団体
知的障害者       ：19団体
精神障害者       ：1５団体
難病患者          ：  ２団体

自治会等必要を認めた者 ：１３団体
自ら掲載を希望した者     ：17団体

その他             ：１２団体

□ 平時からの情報提供団体  ：19団体
□ 人口に占める要支援者数  ：9.6％

・要支援者の避難支援

・要支援者の安否確認の実施
⇒被災高齢者等、避難所外避難者の状況把握

□ 策定済 ：  １団体（5.3％）
一部策定済 ：13団体（68.4％）
未策定 ： 5団体（26.3％）

□ 庁外連携の取組状況
実施中：8団体（42.1％）
検討中：9団体（47.4％）
未検討：2団体（10.5％）

□ 平時からの情報提供団体  ：19団体
□ 人口に占める要支援者数  ：9.6％① 避難行

動要支援
者名簿

市町村
避難支援等関係者
消防機関、県警察、保健所、
自主防災組織、社会福祉

協議会、自治会 等

❶確認書
の送付

❷確認書
の受理

❸ 確認書により同意を得た
  避難行動要支援者名簿の提供

❹ 支援のための調査/
相談/支援プラン提示

※ 災害時は、本人の同意を得ていない要支援者の名簿を提供

被災自治体

・要支援者の広域避難のための情報伝達
⇒ 受け入れ体制整備（受入先の調整、資機材の準備 等）

・避難先での要支援者への支援
⇒ 医療機関への送迎、生活必需品、物資の提供 等

避難先自治体/支援機関

・要支援者の安否確認の実施
⇒被災高齢者等、避難所外避難者の状況把握）

・災害時における迅速な情報共有
⇒災対法に基づき、情報提供を受けたい

【石川県内の策定状況】

○ 「避難行動要支援者名簿」、「個別避難計画」の情報を活用を検討
【課題】
• 名簿情報の利用及び提供の主体が市町村長に限られているため、市町村長が必要と認めない場合は、提供を受けられない。
• 災害時に市町村長が避難先自治体や支援機関からのニーズに応じて名簿情報を提供するプロセスが決まっていない。
【対応】
• 「避難行動要支援者名簿」及び「個別避難計画」の情報を活用できなかった。（被災者データベースに情報連携できなかった）

参考_2024/11/27第2回検証チーム資料

参考資料 A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿
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◼ 石川県では県下全ての市町が住民記録システムを導入済みであったため、住民基本台帳の情報を各市町
の被災者台帳におけるマスタデータとして、被災者データベースに連携し、被災者個人の特定に活用。

【石川県における住民基本台帳から、被災者データベースへの情報連携に至るまでの流れ】

A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿

市町

市町住民記録
システム担当

市町住民記録
システム

市町被災者台帳
担当

市町被災者台帳

（A)被災者
台帳の立ち上
げ決定

（B)データ
の抽出

（C)データ
の提供

（D)データ
を受領

（E)登録
する被災者
台帳の決

定

（F)データ
を登録

市町

市町被災者台帳
担当

市町防災担当

県防災担当

県被災者DB担当

県被災者DB

（G’)広域避
難の要請

（G)広域被災
者DBの立ち上げ

決定
（H)起案

文
作成

（I)データの
提供依頼発

出

（J)データの
提供依頼受

領

（J)デー
タ提供

（K)アカウン
ト申請

（L)デー
タを受領

（M)
データを
登録

（N)アカ
ウント発
行

（O)認証・
利用支援

（P)操作者
認証・ログイン

被災者
データベース

被災者台帳

住民基本台帳

1/1発災 1/8 1/29 2/6 2/20 2/21

• CSVファイルで住民
情報を抽出

• CSVファイルを手動で
被災者台帳に提供

• CSVファイルを
手動で受領

• 担当部署間の調整
や提供データの突合
に時間を要した

• 市町の被災者台帳
の情報をcsvファイル
で受領

被災者
データベース

• 発災後、シス
テム構築

※1：被災6市町は全て同じ事業者のシステムを導入していたため、1社との調整により住民情報をベースとしたマスタデータ化を実現

※2：被災者データベースで扱う情報は「基本4情報（氏名/住所/生年月日/性別）」、「被災者の識別子（ID）」

■住民情報について

住民記録システムの情報を各市町の被災者台帳におけるマス
タデータとして被災者個人の特定に活用。

■石川県における住民記録システムの利用状況

19市町全てでシステムを導入。

参考資料参考資料
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◼ 住民基本台帳情報と同様、被災者把握のために必要なベースデータとなる避難行動要支援者名簿は石川
県下全ての市町で策定済み。名簿項目や更新頻度、名簿保有担当部署は市町によってばらつきがある。

自治体名 様式 市町村長が必要と認める
事項の設定

対象者数（件） 更新頻度 誰が持っているか
（問い合わせ先）

金沢市 なし 36,415 概ね1年に1回 福祉健康局 福祉政策課
七尾市 なし 15,319 半年から1年の間に1回 健康福祉部 福祉課
小松市 なし 9,758 半年から1年の間に1回 健康福祉部 ふれあい福祉課(障がい福祉)
輪島市 なし 5,515 概ね1年に1回 防災関係部署や福祉関係部署など
珠洲市 非公表 1,635 概ね1年に1回 総務課（危機管理室）
加賀市 なし 8,531 概ね1年に1回 市民健康部 福祉政策課
羽咋市 なし 1,540 概ね1年に1回 産業建設部 環境安全課（地域防災係）
かほく市 なし 5,077 概ね1年に1回 地域政策部 防災環境対策課
白山市 地域防災計画に記載なし 10,721 概ね1年に1回 健康福祉部 長寿介護課
能美市 なし 2,922 概ね1年に1回 総務部 危機管理課
野々市市 なし 3,055 概ね1年に1回 健康福祉部 介護長寿課（高齢者福祉係）
川北町 なし 215 概ね1年に1回 総務課または福祉課
津幡町 なし 1,711 半年から1年の間に1回 健康福祉部 福祉課
内灘町 あり（同意者名簿） 1,608 概ね1年に1回 総務部 総務課（危機管理室）
志賀町 地域防災計画に記載なし 798 概ね1年に1回 非公表

宝達志水町 なし 913 概ね1年に1回 健康福祉課
穴水町 あり（町内会、班、組等） 392 概ね1年に1回 総務課（消防・交通防犯係）
中能登町 なし 577 概ね1年に1回 住民福祉課
能登町 あり

（地区・町内会の名称、緊急時の連
絡先(氏名、住所、電話番号、本人

との関係))

1,703 概ね1年に1回 非公表

出所：各市町地域防災計画、各市町HP、石川県調査

非公表

＜「基本情報」データソースの用意＞
石川県下19自治体における避難行動要支援者名簿に係る取組状況

参考資料 A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿
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◼ 避難行動要支援者名簿と同様に、被災者把握のために必要なベースデータとなる個別避難計画については、
津幡町では全部策定済、多くの自治体で一部策定済の状況。

自治体名 様式 策定状況 対象者数（件） 誰が持っているか
（問い合わせ先）

金沢市 一部策定済 100 福祉健康局 福祉政策課

七尾市 一部策定済 2,617 健康福祉部 福祉課

小松市 一部策定済 981 健康福祉部 ふれあい福祉課(障がい福祉)

輪島市 一部策定済 20 防災関係部署や福祉関係部署など

珠洲市 未策定 令和5年度中に策定予定 総務課（危機管理室）

加賀市 一部策定済 2,196 市民健康部 福祉政策課

羽咋市 一部策定済 23 産業建設部 環境安全課（地域防災係）

かほく市 一部策定済 889 地域政策部 防災環境対策課

白山市 一部策定済 15 健康福祉部 長寿介護課

能美市 未策定 令和4年度中に策定 総務部 危機管理課

野々市市 一部策定済 470 健康福祉部 介護長寿課（高齢者福祉係）

川北町 一部策定済 122 総務課または福祉課

津幡町 全部策定済 1,711 健康福祉部 福祉課

内灘町 一部策定済 819 総務部 総務課（危機管理室）

志賀町 一部策定済 106 非公表

宝達志水町 一部策定済 874 健康福祉課

穴水町 未策定 令和5年度中に策定予定 総務課（消防・交通防犯係）

中能登町 未策定 令和5年度中に策定予定 住民福祉課

能登町 未策定 令和5年度中に策定予定 非公表

出所：各市町地域防災計画、各市町HP、石川県調査

非公表

＜「基本情報」データソースの用意＞
石川県下19自治体における個別避難計画に係る取組状況

参考資料 A.平時（事前準備）
共有する情報-接続システム／名簿
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◼ 運用手順の整備

• 共有する情報

• 運用ルール（法令、段取り、情報の共有範囲）

• セキュリティ対策（情報保護機能／法的文書）

A.平時（事前準備）

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
提
供
依
頼

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

ア
カ
ウ
ン
ト
付
与

システムの運用

被
災
市
町
及
び
支
援
者
と
の

情
報
連
携

デ
ー
タ
の
追
加/

更
新

デ
ー
タ
を
活
用
し
た
支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
評
価

被
災
市
町
及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T
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ム
の
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築
・契
約

被
災
状
況
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握

被
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町
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情
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援
者
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与
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価
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市
町
及
び
支
援
者
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の
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用
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止
の
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知

デ
ー
タ
の
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継
ぎ

参考資料
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◼ 石川県では、根拠規定の整理や専門機関への確認に多くの時間と労力を要した。

被災者台帳の作成 被災者台帳情報の利用 被災者台帳情報の提供

県
が
直
面
し
た
課
題

✓ 被災者の支援に必要な被災者台帳の作成主体は市町村に限られているが、被災市町の職員らの被災が甚
大で、人員不足から被災者台帳の作成・更新ができない状況

✓ 災害対策基本法で市町村が「作成することができる」とされている「被災者台帳」が市町村の判断により作成さ
れない場合には、都道府県が積極的に被災者の個人情報を利用および提供することへの関与が難しい

✓ 市町村が作成する被災者台帳で記録する項目は法律上定められているが、運用上のデータ項目の様式は定
められていないため、6市町間で項目の統一が必要となった

（根拠法：災害対策基本法90条の３）

6市町が被災者台帳を作成して
も、被災者情報の更新業務に
被災市町から人員を割くことがで
きない

石川県が提供を受けた６市
町の被災者台帳に、石川県
が収集したもので市町では必
ずしも保有していない被災住
民の情報を提供する必要が
あった

県
の
対
応

「被災者台帳」の作成と自治体間での共有を補助・補完するための役割として被災者データベースを位置付け
• ６市町は、それぞれに住民基本台帳情報を基にして全住民の基本４情報を網羅した「被災者台帳」を作
成を実施

• 石川県は、令和６年１月１日時点で６市町に居住する全ての住民（約12万人）を「被災者」として支
援することとした。

• 被災者台帳の作成は被災市町が実施し、避難先の地方公共団体との情報の受け渡しに係る事務は石川
県が実施（広域避難者受け入れ側の市区町村や都道府県が把握する被災者の情報を整理し、その支援
情報を記録するとともに、被災者の住民票がある被災６市町と必要な情報連携をするため）

• データ項目を統一するため、システムベンダーや市町とデータ連携のための調整を行い、被災者台帳情報の
提供を受けた

６市町から石川県が各々保有
する被災者台帳情報提供を受
けることとし、市町に代わって台帳
情報の利用を可能とした

（根拠法：災害対策基本法
90条の４第１項本文、同項３
号、災害対策基本法施行規則
８条の６第２項）

被災者台帳を作成する過程
で他の地方公共団体等の保
有する個人情報を収集でき
る（他の地方公共団体等の
立場から見れば、個人情報
を６市町の被災者台帳へ提
供できる）と整理し、県が保
有する情報を提供した
（根拠法：災害対策基本
法90条の３第４項）

＜受け渡しに係る規定の整理＞

参考資料 A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、段取り、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書

参考_2024/11/27第2回検証チーム資料
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◼ 石川県は、被災者台帳情報の提供を受けるために被災６市町に対し、通知を発出。その後、被災６市町及び石川県の連
名で、被災６市町から避難した広域避難者の情報の提供を受けるために全国の都道府県・市町村に対し、通知を発出。

◼ 各通知では、主に以下の内容を定めている。

＜石川県が発出した通知＞

通知 被災者台帳情報の提供について（依頼） 令和６年能登半島地震における被災者台帳の作成及び広域
避難者の支援に係る連携について（依頼）

発出の目的 被災者に対する援護の実施を利用目的とする、被災者データ
ベースを構築するため。

継続的な支援が必要な被災者（特に広域避難中の被災者）
を特定するため。

根拠法令・規定 災害対策基本法第90条の４第１項第３号及び災害対策基
本法施行規則（昭和37年総理府令第52号）第８条の６第
１項

災害対策基本法第90条の３第４項

発出者 石川県 被災６市町
石川県

発出先 被災６市町 全国の都道府県
全国の市区町村

提供を受けようとす
る情報の範囲

災害対策基本法第90条の３第２項第１号から第７号に掲げ
る事項
災害対策基本法施行規則（昭和37年総理府令第52号）第
８条の５各号に掲げる事項

氏名
生年月日
性別
住所又は居所
住家の被害その他種類の被害の状況
援護の実施の状況 等

参考資料 A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、段取り、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書
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◼ 石川県は、被災者の情報を取得する際に、その情報の利用目的を明示するとともに、本人同意を取得。

◼ 被災者データベースの運用にあたっては、業務を行う支援機関及び部署等を特定し、グループ化してアクセス権限を付与。

＜個人情報の提供に関する同意＞

参考資料 A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、段取り、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書

LINEによる被災者情報登録フォーム

Group０ Group１ Group２

業務

住民
情報

統合
情報

罹災
証明

1.5次
避難者

２次
避難者

自主
避難者

公営
住宅

みなし
仮設

県
義援金

…

石川県 管理者 管理者 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

石川県 義援金支給
●●課
委託ベンダ

○ ○

石川県 見守り支援 ●●課 ○ ○ ○ ○ ○

市町 避難所運営
●●課
●●課

○ ○ ○ ○ ○

市町 見守り支援

●●課
社協

見守り支
援団体

○ ○ ○ ○

市町 … … ○ ○ ○

各業務で必要な情報のみにアクセ
スできるよう参照権限を付与。

業務を行う支援機関及び部署等を特定し、
グループ化。
例）義援金支給のグループで権限付与

【統合情報】
✓ 被災者個人が各支援を受けた・受けていないか
✓ 最新の居所＜アクセス範囲の設定＞※第２回検証チームで提示。

各グループと業務管理区分（サンプル）
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A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、段取り、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書

◼ 石川県では、個人情報保護法に基づき、適切な個人情報の取り扱いを行うため、石川県の情報セキュリティポリ
シーに準拠し、被災者データベースを運用するための規定・規約類を一から作成。

◼ 個人情報保護法に基づき、被災者データベースの個人情報ファイル簿を作成。

＜規定・規約類の起案・策定＞

ドキュメント名称 説明 起案・策定の背景

被災者データベース
利用規約

• 被災者データベースを利用する際に適用する規約
• 被災者データベースの利用に関する基本事項を定めたもの

個人情報保護法に基づ
き、被災者データベース
を利用する全ての人が個
人情報を適切に取り扱
うことができなければなら
ない
多くの自治体、外部支
援者と情報を共有する
上で、共通のルールを定
める

被災者データベース
プライバシーポリシー

• 被災者情報の保護を行うことで、被災者データベースの関
係者から本サービスに対する信頼を得るための規約

• 被災者データベースの利用にあたり被災者情報を適切に
取り扱う方針を記載

被災者データベース
セキュリティポリシー

• 被災者データベースのデータを、様々な脅威から守り、情
報システムの安全性及び信頼性の確保を行うための規約

• 被災者データベースにおいての情報セキュリティ対策の方針
を記載

※被災者の情報を取り扱うにあたり上記規約のほか、災害対策基本法及び災
害対策基本法施行規則、個人情報保護法など適用される法令・ガイドライン
等や、石川県が定める様々な指針、規定類を遵守するものとしている。

石川県個人情報ファイル簿（被災者データベース）

参考資料
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A.平時（事前準備）
運用ルール-法令、段取り、情報の共有範囲／セキュリティ対策-情報保護機能/法的文書

◼ 第２回ワークショップやヒアリングを通じて、避難所の健康管理業務で市町、外部支援者が、特に個人情報の取り
扱いで直面した課題を把握。

# 避難所の健康管理業務において直面した課題(第2回ワークショップ・ヒアリング) 情報提供元 情報提供先

1 避難所では多様な支援者が関わることになるが、委託契約を結んでいない民間支援者への個人情報の提供が可能か／受領した情報を
被災者データベースに取りこむことが可能か判断に迷った※。結果、委託契約等がある被災者支援を行う民間団体とのみ、情報連携を行っ
た。※特に災害支援に入っていたボランティア団体など、契約や協定など取り交わしのない民間事業者

被災市町 県

2 健康管理業務を行うため、被災者からの聞き取りに他都道府県からの応援職員が従事することがあり、避難所で取得した被災情報を
Kintone等を通じて入力する際にアカウントを付与する必要があった。実際は、アカウントの付与が叶わなかったが、被災者の健康管理業務
は日々行う必要があるため、市町の職員のアカウントを貸与するなどして、情報の取得・管理をデジタル上で行った。

避難先市町 外部支援者

3 避難所等の現場対応の中で委託民間事業者に対して外部民間支援者から直接受けた個人情報の提供依頼や情報照会の対応、被災
者個別の状況の情報照会において、判断が困難な状況にあった。

行政（行政職員
として活動する民
間団体）

外部支援者

4 DV等の機微な情報は閲覧制限されており、その取り扱い・外部への提供について判断が困難な状況にあった。 被災市町 被災市町
避難先市町
外部支援者

5 住民情報を県のシステムにどう接続するかについて、個人情報の連携について課題感があった。
避難者の情報を被災市町に提供する方法で課題が出た。

避難先市町
被災市町

県

6 個別に必要な情報(アレルギー情報など)の提供依頼時において、情報共有に時間を要するまたは困難な状況にあった。
外部支援者との契約や取り交わしのパターンなどを定め、フォーマットや提供可能機関を決めておくのがよいのではないか。

行政（行政職員
として活動する民
間団体）

外部支援者

7 健康情報や障害の情報、医療情報などを扱うことになるが、情報を集めることへの住民の不安解消のための対応や監査の仕組みが必要で
あると思う。

ー ー

＜避難所の健康管理業務において直面した課題と想定される要因・対応＞

参考資料
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C.復旧期、復興期（システムの運用）

◼ 被災市町及び支援者との情報連携

◼ データの追加/更新

◼ データを活用した支援

フェーズ

A.平時 B.発災時～応急期 C.復旧期、復興期

必要な
取り組み

システムの起動事前準備

＜広域被災者データベース・システムの運用期間＞

シ
ス
テ
ム
の
構
築
・契
約

共有する情報
（接続システム/名簿）

被
災
状
況
の
把
握

担当する部署
（情報取り扱い/運用担当

者）

運用ルール（法令、段

取り、情報の共有範囲）

セキュリティ対策
（情報保護機能／法的文書）

システム運用訓練
（ﾃﾞｰﾀ作成、ｼｽﾃﾑ操作）

被
災
市
町
へ
の

情
報
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頼
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携
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追
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新
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支
援

システムの停止

利
用
状
況
の
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価

被
災
市
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及
び
支
援
者
へ
の

運
用
停
止
の
通
知

デ
ー
タ
の
引
継
ぎ

広域災害の
発生/おそれ

運用手順の整備

1/14 検証/検討T

1/14 検証/検討T
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参考資料
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◼ 広域避難者が避難場所を移動すると移動前に行われていた避難者の健康管理情報が記載された健康管理シートは移動先の健康
管理業務担当者に連携。

◼ 連携時の課題として、機械やビューアなどデータベースに情報を入れる・閲覧する仕組みを整えたとしても、すでに開始された業務のオペ
レーションを変えることや、入力担当者をつけること、仕組みの利用方法の教育が難しかったことなどが挙げられた。

参考資料 C.復旧期、復興期（システムの運用）
被災市町及び支援者との情報連携（広域避難に係る避難者の健康管理業務）
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C.復旧期、復興期（システムの運用）
被災市町及び支援者との情報連携（広域避難に係る避難者の健康管理業務）

◼ 第２回ワークショップでは広域避難先の健康管理業務を行う支援者が、避難前から連携を受けることで被災者や支援者の負担軽減
につながる見込みのある情報項目として、厚生労働省の健康相談票を参考に議論。

◼ 厚生労働省様式の既存項目は健康管理業務上、全般的に必要な項目であることに加え、既存項目に加えて追加であることが望ま
しい項目として、ケアマネジャーの連絡先や、避難所内の看護師による申し送り情報等が挙げられた。

既存項目に加えて追加であることが望ましいと
声があった項目

主なコメント

分類 情報項目 回答方法

A.基本的な
状況

ケアマネジャーの連絡
先

選択/
記入

• 「任意」ではなく、「必須」情報となりえる。利用状況のみならずケア
マネジャーの連絡先などが分かるとよい(被災市町)

• 介護が必要な避難者に対し、介護サービスの利用状況や介護を
する場合に必要な情報を伺うため、ケアマネジャー等担当者の情
報を連携してほしい(避難先市町)

どこから来たか 記入 • 自宅か、避難所か、病院か、温泉などの一般施設からきたのか、ど
の環境における記録なのかがわかるように、避難者の送り元の具体
的な施設名があるとわかるとイメージがしやすい(避難先市町)

被保険者番号(および
介護度)

記入
(情報連携)

• 被保険者番号および介護度については、情報連携されるとよい(避
難先市町)

B.身体・
精神的な
状況

避難所内での看護師
による申し送り情報

記入
(情報連携)

• 被災者から見て毎回看護師が変わる。避難所内での内服の有無
など申し送り情報を看護師間等で連携できるようにしたい(避難先
市町)

健康相談票の
既存項目

現在、健康相談票で設定されている基本項目については、

健康管理業務上、必要な項目である

※第2回ワークショップ及び本スライドに記載の健康相談票について、厚生労働省より公表されている様式を引用

■健康管理業務に必要なデータ項目の整理※第2回ワークショップ(2024/12/17火開催)より

参考資料
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C.復旧期、復興期（システムの運用）
データを活用した支援（広域避難に係る避難所業務の効率化）

参考資料

◼ ２次避難先となるホテルや旅館を調整する間、被災者の生活環境を確保するため、一時的な滞在場所として、いしかわ総合スポーツ
センター、産業展示館２号館に1.5次避難所が整備（計700人近く収容）。対象者としては、高齢者や障害者、妊婦等の要配慮
者と、その家族を優先としたことから、病院の出張所などの機能を有しており、一人当たり、数十枚程度、支援に必要な情報が紙ベー
スで保存されていたが、これらの情報は、1.5次避難所内における支援業務にしか生かされてこなかった。

◼ 宮川委員から、これらの紙情報のデジタル化の必要性と、その資料の中でも、２次避難先で迅速に健康状況の把握を行うため、優
先的に確認すべき情報リストの提示をいただいた。これらの様式リストを被災者データベースにおいて、参照できるようにしたい。

◼ 加えて、委員からは、1.5次避難所に保存されている紙情報の中で最低限フェイスシートについてのデータ化を進めることで、避難所
業務自体の効率化につながるのではと提案いただいた。宮川委員には、実際に、フェイスシート情報のデータ化が、避難所業務の効
率化に資する取り組みとなるか分析いただくことを予定しており、その結果は導入手順書に盛り込んでいきたい。

＜記載項目＞
⓪名前、日付
①移動、
②座位保持、③移乗、
④寝返り、⑤食事、
⑥内服、⑦口腔ケア、
⑧排泄、⑨コミュニケーション、
➉特記事項

被災者
データベース

入力情報
連携 分析

必要な支援体制の構築

各支援が必要な避難者数の把握

医師・
看護師
〇人

保育士
〇人

管理
栄養士
〇人

介護士
〇人最適な支援者を派遣

１.５次避難所

フェイスシート

■フェイスシートデータを活用した避難所における支援体制の最適化
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